
 

 

事 務 連 絡  

平成 23 年９月２日 

 

 

東京電力及び東北電力管内 

都県水道行政担当部（局）   

厚生労働大臣認可水道事業者         御中 

厚生労働大臣認可水道用水供給事業者  

 

 

厚生労働省健康局水道課 

 

 

 

 東京電力及び東北電力管内における電気の使用制限の緩和等について 

 

 

今般の東日本大震災に伴う対応について、特段の御配慮をいただきまして、厚く御礼申

し上げます。 

今夏の節電対策につきましては、「夏期の電力需給対策について」（平成 23年５月 30日

付け健発 0530第１号厚生労働省健康局長通知）（別添１）により周知及び御協力を御願い

したところですが 、８月 30日に政府の「電力需給に関する検討会合」において、「電気事

業法第 27条に基づく電気の使用制限緩和について」（別添２）が取りまとめられたことを

受け、「東京電力及び東北電力管内における電気の使用制限の緩和について」（平成 23年８

月 31日付け健発 0831第２号厚生労働省健康局長通知）（別添３）により周知するとともに、

今後の無理のない範囲での節電をお願いしたところです。 

東京電力及び東北電力管内の水道事業者等におかれましては、以上の内容につき御了知

いただき、対応いただきますようお願いいたします。 

また、電気事業法第 27条の使用制限に関し、制限率５％の緩和措置を受けている大口需

要者におかれましては、下記のとおり節電行動計画の検証の結果について提出をお願いい

たします。 

都県水道行政担当部（局）におかれましては、貴管下の都県知事認可水道事業者等に対

し周知徹底を図っていただきますようお願い申し上げます。なお、都県認可水道事業者の

検証結果について、直接厚生労働省健康局水道課に提出していただたいて差し支えありま

せん。 



 

記 

 

１．提出の方法 

 ・節電行動計画に「２．記述すべき事項」に掲げる事項を追記して作成すること。 

・PDF ファイルでメールにより提出すること。 

・ファイルの題名は、制限緩和を受けている契約番号とすること（例：「A01a000000.pdf」）。 

  ただし、複数の施設を持つ場合には、番号をハイフンでつなげること 

（例：「A01a000001-000006.pdf」）。 

２．記述すべき事項 

 以下の項目を節電行動計画に追記すること（以下の項目以外の記述をすることを妨げる

ものではない）。 

・それぞれの対策項目についての評価（○（実施）、△（一部実施）、×（実施せず）な

ど一目でわかるもの） 

 ・実際の削減率（削減率：今年の制限期間におけるピーク電力が、昨年の制限期間にお

けるピーク電力に対し削減された割合を％で記載。なお、共同スキームの適用を受け

ている場合は、個々の施設ではなくスキーム全体での削減率を記載。） 

３．提出先、問い合わせ先 

厚生労働省健康局水道課（担当: 泉、梁瀬） 

電話: 03-5253-1111（内線 4028） 

E-mail: suidougijutsu@mhlw.go.jp 

４．提出期限 

 平成 23年９月 30日（金） 

 

 

以上 
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別添２ 

 
 

電気事業法第 27条に基づく電気の使用制限緩和等について 

 
 

平 成 23 年 8 月 30 日 

電力需給に関する検討会合決定  

 

 

 
 
１．東日本大震災及び新潟・福島豪雨災害の全被災地域に対

する、電気事業法第 27条に基づく電気の使用制限措置は、
平成 23年９月２日をもって、終了する。 

 

 
２．東京電力株式会社管内に対する、電気事業法第 27条に

基づく電気の使用制限措置は、平成 23年９月９日をもっ

て、終了する。 
 
 

３．ただし、同使用制限措置終了後も、15％の需要抑制を努
力目標として残し、無理をしない範囲で節電を行うよう要
請する。 

 
 
 

 
 

 

 



 

 

健発０８３１第２号 

平成２３年８月３１日 

 

都道府県知事 

各 政 令 市 市 長 殿 

特 別 区 区 長 

 

厚生労働省健康局長 

 

 

東京電力及び東北電力管内における電気の使用制限の緩和について 

 

 

 今般の東日本大震災に伴う対応について、特段のご配慮をいただきまして、厚く御礼申

し上げます。 

東京電力及び東北電力管内を中心とした夏期の電力需給対策及び節電に向けた取組に関

しては、平成 23年５月 30日付け健発 0530第１号「夏期の電力需給対策について」により

周知及び御協力を御願いしたところですが、今後の両電力管内の需給状況等を総合的に勘

案し、８月 30日に、政府の「電力需給に関する検討会合」において、「電気事業法第 27

条に基づく電気の使用制限緩和について」（別添参考資料参照。以下「制限緩和決定」と

いう。）が取りまとめられました。 

制限緩和決定では、電気事業法第 27条に基づく電気の使用制限措置は、東日本大震災及

び新潟・福島豪雨災害の全被災地域については本年９月２日をもって、これら地域以外の

東京電力及び東北電力管内については本年９月９日をもって、終了することとされており

ます（東京電力管内においては、当初予定の 22日より約２週間前倒し。）。 

ただし、この使用制限措置が終了した後も、15％の需要抑制を努力目標として残しつつ、

国民生活及び経済活動に支障がなく、無理をしない範囲で節電を行うよう求めております。 

つきましては、これらの内容につき御了知いただきますとともに、貴管内の東京電力及

び東北電力管内の市区町村や所管施設等に対し周知を図るとともに、引き続き無理のない

範囲で節電に御協力いただきますようお願いします。 

  

 

［参考］ 

経済産業省ホームページ「電気事業法第２７条による電気の使用制限について」 

 （http://www.meti.go.jp/earthquake/shiyoseigen/index.html） 

http://www.meti.go.jp/earthquake/shiyoseigen/index.html�
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